
厚生労働省



　経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していく
ために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっ
ています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力を生かし、仕事の進め方や時間配分
に関し主体性を持って働きたいという意識が高まっています。
　こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決
定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画
業務型裁量労働制」が平成１２年４月より施行されましたが、平成１６年１月１日より、この制度
がより有効に機能するよう、その導入に当たり、労使の十分な話合いを必要とすること等の制度の
基本的な枠組みは維持しつつ、同制度の導入・運用についての要件・手続を緩和したものです。
　関係労使におかれては、創造性豊かな人材がその能力を存分に発揮しうるよう自律的で自由度の
高いフレキシブルな働き方の実現のため、本制度の趣旨及び内容を理解され、労働時間管理のあり
方を見直し、適正な導入について御検討ください。

●　対象事業場は、事業運営上の重要な決定が行われる事業
　場に限定しないこととなりました。

１　「労使委員会」を設置する→Ｐ３

○委員会の要件

　①　委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働
　　者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ
　　の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
　　場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定
　　めて指名されていること

　②　委員会の議事について、議事録が作成・保存されると
　　ともに、労働者に対する周知が図られていること

＊改正のポイント

　・　労働者代表者委員について、あらためて事業場の労働
　　者の信任を得ることが廃止されました。

　・　労使委員会の設置届が廃止されました。

　労働基準法の改正により、企画業務型裁量労働制を実施
することができる事業場は、事業運営上の重要な決定が行
われる事業場に限定されないこととなりました。しかしな
がら、いかなる事業場においても企画業務型裁量労働制を
実施することができるということではなく、対象業務が存
在する事業場においてのみ実施することができます。　→
Ｐ５

　＜対象事業場の考え方＞
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３　労働基準監督署長に決議を届け出る→Ｐ９

４　対象労働者の同意を得る→Ｐ１０

５　制度を実施する→Ｐ１１

○　「みなし労働時間」を労働したものとみなされる。

○　運用の過程で必要なこと

　①　対象労働者の健康・福祉確保の措置を実施すること

　②　対象労働者の苦情処理の措置を実施すること

　③　不同意労働者に不利益な取扱いをしないこと

　④　①の実施状況を定期的に所轄の労働基準監督署長に
　　報告すること

＊改正のポイント

　苦情処理措置の実施状況及び労使委員会の開催状況につ
いて、所轄労働基準監督署長へ報告する必要がなくなりま
した。

６　決議の有効期間の満了（継続する場合は２へ）

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長

届　出

（すみやかに）

定期報告

（２の決議から

　　６カ月以内）

（使用者の届出・報告）

２　労使委員会で決議する→Ｐ５

○決議の要件　　委員の５分の４以上の多数決

○必要的決議事項

　①　対象業務：事業の企画・立案・調査・分析の業務で
　　あって、使用者が仕事の進め方・時間配分に具体的指
　　示をしないこととする業務

　②　対象労働者の範囲：対象業務を適切に遂行するため
　　に必要となる知識・経験等を有する者

　③　みなし労働時間：１日あたりの時間数

　④　対象労働者の健康・福祉確保の措置：具体的措置と
　　その措置を実施する旨

　⑤　対象労働者の苦情処理の措置：具体的措置とその措
　　置を実施する旨

　⑥　労働者の同意を得なければならない旨及びその手続、
　　不同意労働者に不利益な取扱いをしてはならない旨

＊改正のポイント

　決議の要件が委員全員の合意ではなく、委員の５分の４
以上の多数決となりました。
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　企画業務型裁量労働制を導入する際は、対象とな
る事業場において労使委員会を設置し、当該委員会
の委員の５分の４以上の多数による決議で、必要な
事項（→　（Ｐ５））を決議する必要があります。
　労使委員会とは、賃金、労働時間その他の労働条
件に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を
述べ、使用者及びその事業場の労働者を代表する者
が構成員となっている委員会です。

労使委員会の設置の手順

設置に当たって必要な事項について、まず、労使で話し合ってください。

　労使委員会を設置するに当たり、対象事業場の使用者及び労働組合又は労働者の過半
数を代表する者は、労使委員会の設置に係る日程、手順、使用者による一定の便宜の供
与がなされる場合にあってはその在り方等について十分に話し合い、定めておくことが
望ましいでしょう。

労使各側を代表する委員を選んでください。

　労使委員会は、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されています。
人数については、特に規定はありませんが、労働者側委員は半数を占めていなければ
なりません。ただし、労使各１名の２名からなるものは「労使委員会」として認めら
れません。
　使用者代表委員は、使用者側の指名により選出されますが、労働者代表委員は、対
象事業場の過半数労働組合又は過半数労働組合がない事業場においては過半数代表者
から、任期を定めて指名を受けなければなりません。
○　指名
　過半数労働組合が存在しない事業場においては、まず、労使委員会の委員を指名す
る過半数代表者を３６協定の過半数代表者等の選出方法と同様に投票、挙手等の方法
により選出してください。
　過半数労働組合、過半数代表者は、管理監督者以外の者の中から労働者を代表する
委員を任期を定めて指名します。

◎　以上の　　　　，　の手続を適正に行うことができるよう、主に過半数労働組合が
ない事業場を念頭に下記に「モデル手順」を示しましたので参考にしてください。

企画業務型裁量労働制に係る労使委員会設置に当たってのモデル手順

１　労使委員会の設置に向けての事前相談への対処
○　事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が存在しない事業場において、企画業務型裁量労働制の導入
　に際し、労使委員会の設置に関し、使用者の申し入れを受け、又は使用者に対し申入れを行う場合には、労
　働者は、必要に応じ、過半数代表者を選任し対処すること。過半数代表者を選任する場合には、労働基準法
　施行規則（以下「規則」という。）第６条の２の規定に従うことが望ましいこと。
○　過半数代表者又は過半数労働組合に該当しない労働組合の代表者は、使用者と、労使委員会の設置の時期
　の目標、設置に至る日程、労使委員会の委員数等を話し合うこと。
２　指名
○　１で過半数代表者が規則第６条の２の規定に従い選出されていない場合には、同条の規定に従い、労使委
　員会の委員の指名を行う過半数代表者を選出すること。
○　過半数代表者は、１の事前相談の結果に従い、所定の人数の労働者代表委員候補者を、規則第２４条の２
　の４第１項の規定に従い、管理監督者である者以外の者の中から任期を定めて指名すること。なお、この場
　合、指名されることについて、当該指名される者の事前の同意を得ること。０３



運営のルールを定めてください。

委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定する運営
規程を策定してください。策定に当たっては、労使委員会の同意を得ることが必要です。

運営規程で規定すべき項目
１　労使委員会の招集に関する事項
　①　定例として予定されている委員会の開催に関すること
　②　必要に応じて開催される委員会の開催に関すること
２　労使委員会の定足数に関する事項
　①　全委員に係る定足数
　②　労使各側を代表する委員ごとに一定割合又は一定数以上の出席を必要とすること
３　議事に関する事項
　①　議長の選出に関すること
　②　決議の方法に関すること
４　その他労使委員会の運営について必要な事項
　①　使用者が労使委員会に対し開示すべき情報の範囲、開示手続及び開示が行われる労使委員会の開催時期
　②　労働組合や労働条件に関する事項を調査審議する労使協議機関がある場合には、それらと協議の上、労使委員会の調査審議
　　事項の範囲についての定め
５　労使委員会が労使協定に代えて決議を行うことができる規定の範囲についての定め

運営規程例
第１条　本会は、○○株式会社本社事業場労使委員会と称する。
第２条　労使委員会は、○○株式会社本社事業場に置くものとす
　る。
第３条　当委員会で審議する事項は以下のとおりである。
　１　企画業務型裁量労働制に関すること
　２　１年単位の変形労働時間制に関すること
　３　その他賃金、労働時間等労働条件に関すること
第４条　労使委員会の委員は、次の１０名の者により構成するも
　のとする。
　１　使用者が指名する者　５名
　２　○○株式会社労働組合によって指名された者（この者の任
　　期は２年間）　５名
②　　　使用者が指名した委員が欠けた場合には、使用者は速や
　　かに委員を補充しなければならない。
③　　　労働組合の指名を受けた者が欠けた場合には、労働組合
　　は速やかに委員を補充すべく所定の手続を実施しなければな
　　らない。
④　　　前項に基づき選任された委員は、欠けた委員の残りの任
　　期を引き継ぐこととする。
第５条　労使委員会の開催は、次のとおりとする。
　１　毎年３月、６月、９月、１２月（以下「定例労使委員会」
　　という。）
　２　労使委員会の委員の半数以上の要請があったとき
第６条　労使委員会は、委員の８名以上、かつ、労働組合の指名
　を受けた者の４名以上の出席がなければ成立しない。
第７条　労使委員会の議事の進行に当たり議長を置くものとし、
　次の者とする。

　１　３月、６月の定例労使委員会では、使用者が指名した者
　２　９月、１２月の定例労使委員会では、労働組合の指名を
　　受けた者の代表者
　３　第５条第２号の場合には、出席した委員に互選された者
第８条　労使委員会の議事は、出席委員の過半数の賛否で決定
　し、可否同数の時は議長が裁定する。ただし、第３条第１号
　及び第２号に係る決議については出席した委員の５分の４以
　上の多数による決議で決定する。
第９条　前条の決議は、書面により行い、出席委員全員の記名、
　押印を行うものとする。
第10条　労使委員会の議事については、人事部担当者が議事録
　を作成し、労使委員会に出席した委員２名（うち労働組合の
　指名を受けた者１名）が署名するものとする。
②　　　前項の議事録は、人事部で委員会開催後（決議の有効
　　期間満了後）３年間保存するものとする。また、議事録の
　　作成の都度、速やかに、その内容を社内ＬＡＮの「掲示板」
　　に掲示することにより、労働者に周知するものとする。
第11条　使用者は、１２月の定例労使委員会において、次の情
　　報を開示しなければならない。
　１　対象労働者の勤務状況、対象労働者に対する健康・福祉
　　確保措置、苦情処理等の実施状況
　２　労働基準監督署長にした報告の内容
②　　　使用者は、委員の要請により、対象労働者に適用する
　　評価制度、賃金制度の具体的内容を開示しなければならな
　　い。

　労使委員会では、企画業務型裁量労働制の決議のほかに、次の表に
ある労使協定について、それぞれ決議により代替することができるよ
うになっています。
　ここで問題になるのは、労使委員会と既存の労働組合との関係についてですが、労働組合固有の団体交渉権
は、労使委員会が設置されても当然何ら影響を受けません。
　使用者は、両者の関係を明確にするため、労使委員会を設置する際には、労働組合と事前に協議の上で、労
使委員会が調査審議する事項の範囲を労使委員会の運営規程で定めておくことが適当でしょう。

労使協定に代えて労使委員会で決議できる事項

様式第９号の３で労働基準監督署長へ届出が必要。ただし、
事業場外労働に関する協定が締結されている場合には、時
間外・休日労働については様式第９号の３、事業場外労働
については様式第１２号でそれぞれ届出が必要

第３６条第１項時間外・休日労働

不要第３８条の３第１項専門業務型裁量労働制

不要第３８条の２第２項事業場外労働制

－第３９条第６項ただし書年休の期間の賃金の支払い方法

－第３９条第５項計画年休

－第３４条第２項ただし書一斉休憩の適用除外

不要第３２条の５第１項１週間単位の非定型的変形労働時間制

不要第３２条の３フレックスタイム制

不要第３２条の２第１項１箇月単位の変形労働時間制

不要

決議等の届出

第３２条の４第１項及び第２項

労基法の該当条項

１年単位の変形労働時間制

制度
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　労使委員会で以下の１～８の事項について、労使
委員会の委員の５分の４以上の多数により決議する
ことが必要です。

○　委員の５分の４以上の多数による決議とは、出席している委員全員の５分の４以上の多数
　による決議のことです。
○　決議及び議事録（開催の都度作成しなければならない）は保存（３年間（決議を行った委
　員会に係るものは、決議の満了後３年間））し、作業場への掲示等により労働者に周知しな
　ければなりません。
○　適切な決議がなされるためには、各委員が、決議に当たって必要な情報を十分把握してい
　ることが必要です。そのため、使用者は、対象労働者の評価制度や賃金制度などの情報を労
　使委員会に対し開示することが適当です。

１ 対象となる業務の具体的な範囲
　例　経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する
　　計画を策定する業務

　対象業務について、例のとおり具体的な範囲を決議しなければなりません。その要件として
以下の４要件が挙げられます。
　イ　業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること（例えば対象事業場の属す
　　る企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの、事業場独自の事業戦略に関するものなど）
　ロ　企画、立案、調査及び分析の業務であること
　ハ　業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると、「業務の性質に照らし
　　て客観的に判断される」業務であること
　ニ　企画・立案・調査・分析という相互に関連し合う作業を、いつ、どのように行うか等に
　　ついての広範な裁量が労働者に認められている業務であること
　以上のイからニまでの要件のすべてを満たした業務が、対象業務となりうる業務となります。
したがって、ホワイトカラーの業務すべてが該当するわけではありません。

＊改正のポイント
　　対象業務の要件の一つである「事業の運営に関する事項」が
　①対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの、又は　　　　　　　　
　②事業場独自の事業戦略に関するもの
　になりました。

＜該当する業務の例＞

①　対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすものである場合

　ア　本社・本店

組　織 業　務　内　容 対象業務の該当性

本社 企業全体の事業戦略の策定 ○

イ　事業本部

対象業務の該当性業　務　内　容組　織

本社 企業全体の事業戦略の策定 ○

事業本部 特定の製品についての企業全体の

事業戦略の策定

○
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対象業務の該当性業　務　内　容組　織

本社 企業全体の事業戦略の策定 ○

東北本社 東北本社及び東北地域の各支社を

統轄した事業戦略の策定

○

青森支社

岩手支社　等

個別の営業活動 ×

ウ　地域本社、地域を統轄する支社・支店

対象業務の該当性業　務　内　容組　織

本社 企業全体の事業戦略の策定 ○

多摩工場 特定の製品についての海外における

事業戦略の策定

○

エ　工場

②　事業場独自の事業戦略に関するものである場合

　ア　支社・支店①

対象業務の該当性業　務　内　容組　織

本社 企業全体の事業戦略の策定 ○

横浜支店 横浜支店及び各支社を統轄した事業

戦略の策定

○

港北支社

港南支社　等

個別の営業活動 ×

イ　支社・支店②
対象業務の該当性業　務　内　容組　織

本社 企業全体の事業戦略の策定 ○

横浜支店 横浜支店のみの事業戦略の策定 ○

＜該当しない業務の例＞

①　対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすものでない場合

　ア　本社・本店

組　織 業　務　内　容 対象業務の該当性

本社 個別の営業活動 ×

イ　支社・支店②
対象業務の該当性業　務　内　容組　織

本社 企業全体の事業戦略の策定 ○

多摩工場 個別の製造作業やその工程管理 ×

②　事業場独自の事業戦略に関するものでない場合

　　支社・支店

対象業務の該当性業　務　内　容組　織

本社 企業全体の事業戦略の策定 ○

横浜支店 横浜支店及び各支社を統轄した事業

戦略の策定

○

港北支社

港南支社　等

個別の営業活動 ×

　※　対象事業場は、事業場の名称に関わらず、対象業務が存在する事業場です。０６



対象業務となり得る例、対象業務となり得ない例

対象業務となり得る業務の例
①　経営企画を担当する部署における業務のうち、経営
　状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営
　に関する計画を策定する業務
②　経営企画を担当する部署における業務のうち、現行
　の社内組織の問題点やその在り方等について調査及び
　分析を行い、新たな社内組織を編成する業務
③　人事・労務を担当する部署における業務のうち、現
　行の人事制度の問題点やその在り方等について調査及
　び分析を行い、新たな人事制度を策定する業務
④　人事・労務を担当する部署における業務のうち、業
　務の内容やその遂行のために必要とされる能力等につ
　いて調査及び分析を行い、社員の教育・研修計画を策
　定する業務
⑤　財務・経理を担当する部署における業務のうち、財
　務状態等について調査及び分析を行い、財務に関する
　計画を策定する業務
⑥　広報を担当する部署における業務のうち、効果的な
　広報手法等について調査及び分析を行い、広報を企画・
　立案する業務
⑦　営業に関する企画を担当する部署における業務のう
　ち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査及
　び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ご
　との全社的な営業に関する計画を策定する業務
⑧　生産に関する企画を担当する部署における業務のう
　ち、生産効率や原材料等に係る市場の動向等について
　調査及び分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社
　的な生産計画を策定する業務

対象業務となり得ない業務の例

①　経営に関する会議の庶務等の業務
②　人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払、各
　種保険の加入及び脱退、採用・研修の実施等の業務
③　金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、
　租税の申告及び納付、予算・決算に係る計算等の業務
④　広報誌の原稿の校正等の業務
⑤　個別の営業活動の業務
⑥　個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務

なお、対象業務となり得る業務の例は、これに該当する
もの以外は労使委員会において対象業務として決議し得
ないものとして掲げるものではなく、また、対象業務と
なり得ない業務の例は、これに該当するもの以外は労使
委員会において対象業務として決議し得るものとして掲
げるものではありません。）

２ 対象労働者の具体的な範囲
　例　大学の学部を卒業して５年以上の職務経験を有し、主任（職能資格
　　○級）以上の職能資格の労働者

　対象労働者は、「対象業務に常態として従事していることが原則」です。また、客観的にみて、「対象
業務を適切に遂行するための知識、経験等」がない労働者、例えば、４年制大学を卒業したフレッシュマ
ンで職業経験がない労働者は、対象労働者と決議しても、企画業務型裁量労働制の効果は生じません。こ
うした労働者は、少なくとも、３～５年の職業経験を経た上で、はじめて「対象業務を適切に遂行するた
めの知識、経験等」がある労働者として、対象労働者に該当することになります。

　労働したものとみなす時間は、労働時間として算定される時間です。
　その際、１週間単位や１ヵ月単位の時間を決議することは出来ません。
　実際のみなし労働時間の決め方については、法令で「このような水準で決めるべき」という規定は盛り込
まれていませんが、割増賃金節約だけのために短めのみなし時間を定めることは、制度の趣旨に反してい
ます。このため、決議する際に、労使委員会の委員は、使用者側から評価制度・賃金制度に関する説明を
十分に受けて、対象業務の内容を理解した上、みなし労働時間が適切な水準のものとなるよう決議するよ
うに留意してください。

労働したものとみなす時間３

　使用者は、対象労働者の健康及び福祉を確保するため、
①　対象労働者の勤務状況を把握する方法を具体的に定めること
②　把握した勤務状況に応じ、どういう状況の対象労働者に対しいかなる健康・福祉確保措置をどのように
　講ずるかを明確にすること
を決議する必要があります。
　①の勤務状況の把握方法については、通常の実労働時間管理と同様の管理までは求められていません。
出退勤時刻のチェック等によって、労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社していたかの状況を把握
する方法を決議で明確に定めることが必要です。

　使用者が対象となる労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保
するための措置の具体的内容

４
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　また、上記と併せて次の事項についても決議することが望まれます。
●　使用者が対象となる労働者の勤務状況を把握する際、併せて健康状態を把握すること
●　使用者が把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への企画業務
　型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うこと
●　使用者が対象となる労働者の自己啓発のための特別の休暇の付与等能力開発を促進する措置を
　講ずること

①　把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
②　把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
③　働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
④　心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
⑤　働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は対象労働者に産業医等に
　よる保健指導を受けさせること
⑥　把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること

健康・福祉確保措置の例

　使用者が対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
　例　「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲」

５

　ここでは、申出の窓口、取り扱う苦情の範囲など、措置の具体的内容を決議で定めることが求められています。

　具体的には、企画業務型裁量労働制に関しては、業績評価制度や目標管理制度、これに基づく賃金制度などが併
せて導入されることが多いことから、評価制度、賃金制度に付随する苦情が多く寄せられることが予想されますので、
これらに関する苦情についても、苦情処理の対象に含めるように措置することが適当であると考えられます。

　既に企業内に苦情処理システムをお持ちの企業については、例えば、そのようなシステムで企画業務型裁量労働
制に関する苦情処理を併せて行うことを対象労働者に周知するというように実態に応じて機能するよう配慮すること
が求められます。

　本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同
意の労働者に対し不利益取扱いをしてはならないこと

６

上記と併せて次の事項についても決議することが望まれます。

●　企画業務型裁量労働制の制度の概要、企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用
　される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、　
　使用者が労働者に対して明示して当該労働者の同意を得ることとすること

●　企画業務型裁量労働制の適用を受けることについての労働者の同意の手続（書面によることなど）

●　対象となる労働者から同意を撤回することを認めることとする場合には、その要件及び手続

７ 決議の有効期間（３年以内とすることが望ましい）

　上記と併せて、次の事項についても決議することが望まれます。

●　委員の半数以上から決議の変更等のための労使委員会の開催の申出があった場合は、決議の有効期間

　の中途であっても決議の変更等のための調査審議を行うものとすること

●　使用者が対象となる労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更しようとする場合にあっ
ては、労使委員会に対し事前に変更内容の説明をするものとすること

☆　１～８の他に次の事項についても決議することが望まれます。

　企画業務型裁量労働制の実施状況に係る労働者ごとの記録を保存すること（決
議の有効期間中及びその満了後３年間）

８
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労使委員会で決議したことを、所定様式により所轄労働基
準監督署へ届け出てください。

使用者が決議を届け出なければ、本制度の効果は生じません。

○○株式会社本社事業場労使委員会は、企画業務型裁量
労働制につき、下記のとおり決議する。
（対象業務）
第１条　企画業務型裁量労働制を適用する業務の範囲は
　、次のとおりとする。
　１　企画部で経営計画を策定する業務
　２　人事部で人事計画を策定する業務
（対象労働者）
第２条　企画業務型裁量労働制を適用する労働者は、前
　条で定める業務に常態として従事する者のうち、入社
　して７年目以上でかつ職務の級が主事６級以上である
　者とする。（就業規則第○条で定める管理監督者を除
　く。）
（対象労働者の事前の同意）
第３条　対象労働者を対象業務に従事させる前には本人
　の書面による同意を得なければならないものとする。
　この同意を得るに当たっては、使用者は、本決議の内
　容、同意した場合に適用される評価制度及び賃金制度
　の内容、同意しなかった場合の配置及び処遇について
　対象労働者に説明するものとする。
（不同意者の取扱い）
第４条　前条の場合に、同意しなかった者に対して、同
　意しなかったことを理由として、処遇等で、本人に不
　利益な取扱いをしてはならないものとする。
（みなし労働時間）
第５条　第２条に定める者のうち、第３条に基づき同意
　を得た者（以下「裁量労働従事者」という。）が、所
　定労働日に勤務した場合には、就業規則第○○条に定
　める就業時間に関わらず、１日８時間労働したものと
　みなす。
（裁量労働従事者の出勤等の際の手続）
第６条　裁量労働従事者は、出勤した日については、所
　定の出勤簿に押印しなければならない。　
　２　裁量労働従事者が、出張等業務の都合により事業
　　場外で従事する場合には、あらかじめ、所属長の承
　　認を得てこれを行わなければならない。所属長の承
　　認を得た場合には、前条に定める労働時間労働した
　　ものとみなす。
（裁量労働従事者の健康と福祉の確保）

第７条　裁量労働従事者の健康と福祉を確保するために
　、次の措置を講ずるものとする。
　１　裁量労働従事者の健康状態を把握するために次の
　　措置を実施する。
　　イ　所属長は、入退室時のＩＤカードの記録により
　　　、裁量労働従事者の在社時間を把握する。
　　ロ　裁量労働従事者は、２ヵ月に１回、自己の健

　　　康状態について所定の「自己診断カード」に記入
　　　の上、所属長に提出する。
　　ハ　所属長は、ロの自己診断カードを受領後、速や
　　　かに、裁量労働従事者ごとに健康状態等について
　　　ヒアリングを行う。
　２　使用者は、１の結果をとりまとめ、産業医に提出
　　するとともに、産業医が必要と認めるときには、次
　　の措置を実施する。
　　イ　定期健康診断とは別に、特別健康診断を実施す
　　　る。
　　ロ　特別休暇を付与する。

　３　精神・身体両面の健康についての相談室を○○に設置
　　する。
（裁量労働適用の中止）
第８条　前条の措置の結果、裁量労働従事者に企画業務型裁
　量労働制を適用することがふさわしくないと認められた場
　合又は裁量労働従事者が企画業務型裁量労働制の適用の中
　止を申し出た場合は、使用者は、当該労働者に企画業務型
　裁量労働制を適用しないものとする。
（裁量労働従事者の苦情の処理）
第９条　裁量労働従事者から苦情等があった場合には、次の
　手続に従い、対応するものとする。
　１　裁量労働相談室を次のとおり開設する。
　　イ　場所　総務部
　　ロ　開設日時　毎週金曜日１２：００～１３：００と１
　　　７：００～１９：００
　　ハ　相談員　○○○○
　２　取り扱う苦情の範囲を次のとおりとする。
　　イ　裁量労働制の運用に関する全般の事項
　　ロ　裁量労働従事者に適用している評価制度、これに対
　　　応する賃金制度等の処遇制度全般
　３　相談者の秘密を厳守し、プライバシーの保護に努める
　　。
（決議の変更）
第10条　決議をした時点では予見することができない事情の
　変化が生じ、委員の半数以上から労使委員会の開催の申出
　があった場合には、有効期間の途中であっても、決議した
　内容を変更する等のための労使委員会を開催するものとす
　る。
（勤務状況等の保存）
第11条　使用者は、裁量労働従事者の勤務状況、裁量労働従
　事者の健康と福祉確保のために講じた措置、裁量労働従事
　者からの苦情について講じた措置、企画業務型裁量労働制
　を適用することについて裁量労働従事者から得た同意に関
　する労働者ごとの記録を決議の有効期間の始期から有効期
　間満了後３年間を経過する時まで保存することとする。
（評価制度・賃金制度の労使委員会への開示）
第12条　使用者は、裁量労働従事者に適用される評価制度、
　これに対応する賃金制度を変更する場合、事前にその内　
　容について委員に対し説明をするものとする。
（労使委員会への情報開示）
第13条　使用者は、労使委員会において、裁量労働従事者の
　勤務状況、裁量労働従事者の健康と福祉確保のために講じ
　た措置、裁量労働従事者からの苦情について講じた措置の
　情報を開示するものとする。
（決議の有効期間）
第14条　本決議の有効期間は、平成１６年４月１日から平成
　１９年３月３１日までの３年間とする。
　平成１６年３月２３日
　○○株式会社本社事業場労使委員会
　　委員　○○○○　印 ○○○○　印

　　　○○○○　印 ○○○○　印
　　　○○○○　印 ○○○○　印
　　　○○○○　印 ○○○○　印
　 　　○○○○　印 ○○○○　印

決　議　例
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　対象労働者に本制度を適用するには、決議（→

６ ）に従い、対象となる労働者の個人の同意を得な
ければなりません。

　また、不同意の労働者に対して、使用者は解雇そ
の他不利益な取扱いをしてはなりません。

就業規則による包括的な同意は、「個別の同意」にあたりません。

６
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　このみなしの効果は、労働基準法で定められている年少者及び女性の労働時間に関する規定に係
る労働時間の算定については適用されません。

　また、企画業務型裁量労働制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金
の規定は原則どおり適用されます。すなわち、法定休日や深夜に労働させた場合には、みなし労働時
間に関わらず、実際に働いた時間分の割増賃金を支給する必要があります。
　決議に定めた範囲以外の業務・労働者に本制度を適用しても効力は発生しません。

　対象労働者を対象業務に就かせ、本制度を実施する
ことにより、対象労働者については「実際の労働時間と
関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす」効
果が発生します。

　使用者は、健康及び福祉を確保するための措置や
苦情の処理のための措置などの決議で定めた措置
（→　 ）を実施しなければなりません。

　使用者は、決議が行われた日から起算して６か月
以内に１回、所定様式により所轄労働基準監督署へ
定期報告を行うことが必要です。

　報告する事項は次のとおりです。

●　対象となる労働者の労働時間の状況

●　対象となる労働者の健康及び福祉を確保する措置の実施状況

１１



第○条　企画業務型裁量労働制は、○○株式会社本社事業

　場労使委員会の決議（以下「決議」という。）で定める
　対象労働者であって決議で定める同意を得た者（以下　
　「裁量労働従事者」という。）に適用する。

２　前項の同意は、決議ごとに、個々の労働者から書面に
　より得るものとする。

３　裁量労働従事者が、所定労働日に勤務した場合には、
　第○○条に定める就業時間に関わらず、決議で定める時
　間勤務したものとみなす。

４　始業・終業時刻及び休憩時間は、第○条に定める所定
　就業時刻、所定休憩時間を基本とするが、業務遂行の必

　要に応じ、裁量労働従事者の裁量により具体的な時間
　配分を決定するものとする。

５　休日は、第○条の定めるところによる。

６　裁量労働従事者が、休日又は深夜に労働する場合に
　ついては、あらかじめ所属長の許可を受けなければな
　らないものとする。

７　前項により、許可を受けて休日又は深夜に業務を行っ
　た場合、会社は、賃金規程（平成○○年就業規則第　
　○○号）の定めるところにより割増賃金を支払うもの
　とする。

就業規則規定例

　企画業務型裁量労働制の導入の際には就業
規則の所要の改定も必要です。

１２

　有効期間が満了して企画業務型裁量労働制を継続
する場合には、再び　 で挙げた事項について決議し
なければなりません。

　決議の有効期間については、３年以内とすることが適当です。



企画業務型裁量労働制の関係法令は厚生労働省ホームページ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／）にて御覧いただけます。

　御不明な点などがありましたら、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問
い合わせください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署


